
 
 
 
 
 
 

資料５ 

 

在留カード・ 

特別永住者証明書の 

事前交付申請等に係る

市町村の事務に 

ついて 

（法務省提供資料） 

 



○新規登録申請
○再交付申請
○引替交付申請
○切替交付申請

○特別永住者証明書に交付
年月日を記入して交付
　（※旧登録証明書の回収）

○申請書写し（※交付報
告書を利用？）・旅券写
し・写真の送付

○証明書の交付報告
　（情報連携端末を使用）
○旧証明書の送付

受
　
理

交
　
付 情報連携端末

外登手続について調製
用台紙や調製データの
作成は必要ない。

在留カード・特別永住者証明書の事前交付申請等に係る市町村の事務

日 本 国 政 府 特別永住者証明書

氏名

性別

国籍・地域

生年月日

交付年月日
DATE OF ISSUE

許可の種類

TYPE OF PERM IT

 この証明書は　○○○○年○○月○○日まで有効 です。

法務大臣
職印

住居地

番号

（顔写真）

性別

証明書の送付

特別永住者 市町村 法務省

日 本 国 政 府 特別永住者証明書

氏名

性別

国籍・地域

生年月日

交付年月日
DATE OF ISSUE

許可の種類

TYPE OF PERM IT

 この証明書は　○○○○年○○月○○日まで有効  です。

法務大臣
職印

住居地

番号

（顔写真）

性別

○事前交付申請

施行日１か月前～

○新規登録申請
○再交付申請
○引替交付申請
○切替交付申請

受
　
理

○事前交付申請

○申請書写し（※交付
報告書を利用？）・旅券
写し・写真の送付

（予定）中長期在留者

○在留カードの交付
　（※旧登録証明書の回収）

施行日後

受
理

交
付

地方入管局

施行日６か月前～

施行日後

施行日１か月前～

施行日後

施行日後

施行日６か月前～

日 本 国 政 府 在 留 カ ー ド 番号

氏名

国籍・地域

生年月日

在留資格

在留期間（満了日）

交付年月日

許可の種類

 このカードは　○○○○年○○月○○日まで有効  です。

住居地

法務大臣
職印

（顔写真）

許可年月日

就労制限の有無

性別

カードの送付

○在留カードの交付
　（※旧登録証明書の回収）

交
付

施行日後
日 本 国 政 府 在 留 カ ー ド 番号

氏名

国籍・地域

生年月日

在留資格

在留期間（満了日）

交付年月日

許可の種類

 このカードは　○○○○年○○月○○日まで有効  です。

住居地

法務大臣
職印

（顔写真）

許可年月日

就労制限の有無

性別
日 本 国 政 府 在 留 カ ー ド 番号

氏名

国籍・地域

生年月日

在留資格

在留期間（満了日）

交付年月日

許可の種類

 このカードは　○○○○年○○月○○日まで有効  です。

住居地

法務大臣
職印

（顔写真）

許可年月日

就労制限の有無

性別

受領のために
出頭すべき地方
入管局等の案内

ただし，乙様式は
速やかに交付

ただし，乙様式は
速やかに交付

○申請書・旅券写し・写真
の送付



在留カード・特別永住者証明書の事前交付申請等に係る市町村の事務（入管法等改正法附則条文）

【附則】
第13条　本邦に在留資格をもって在留する外国人で、旧外国人登録法第４条第１項の規定による登録を受け、その有する在留期間（中略）の満了の日が施行日以後に到来するもののうち、
　　次に掲げる者以外の者（以下「予定中長期在留者」という。）は、附則第１条第４号に定める日から施行日の前日までの間に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留
　　カードの交付を申請することができる。（第１号から第４号　略）
　２　前項の規定による申請は、地方入国管理局に自ら出頭して行わなければならない。
　３　（略）
　４　（略）
　５　予定中長期在留者が、施行日の１月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第６条第１項、第６条の２第１項若しくは第２項又は第11条第１項の規定による申請をしたとき
　　は、その時に、第１項の規定による申請をしたものとみなす。
　６　法務大臣は、施行日以後、第１項の規定による申請をした予定中長期在留者が中長期在留者として本邦に在留するときは、速やかに、入国審査官に、その者に対し、在留カードを交
　　付させるものとする。

第16条　この法律の施行の際現に登録証明書を所持しない中長期在留者は、附則第13条第１項の規定による在留カードの交付の申請をした場合を除き、施行日（施行日において本邦から出
　　国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日）から14日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請しなければならない。
　２　前項の規定にかかわらず、同項に規定する中長期在留者が、施行日の１月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第３条第１項又は第７条第１項の規定による申請をし、こ
　　の法律の施行の際現に当該申請に係る登録証明書の交付を受けていないときは、施行日において、前項の規定による申請をしたものとみなす。
　３　法務大臣は、第１項の規定による申請があった場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、在留カードを交付させるものとする。

第19条　附則第13条第６項、第15条第４項若しくは第16条第３項の規定により交付される在留カードの受領又は附則第15条第３項若しくは第16条第１項の規定による申請は地方入国管理局
　　に、附則第17条第１項若しくは前条第１項の規定による届出又は附則第17条第２項及び前条第２項において準用する新入管法第19条の７第２項の規定により返還される在留カードの受
　　領は住居地の市町村の事務所に、それぞれ自ら出頭して行わなければならない。
　２　新入管法第61条の９の３第２項及び第３項の規定は、前項に規定する受領、申請又は届出の手続について準用する。

【附則】
第27条　施行日前に、本邦に在留する特別永住者であって、旧外国人登録法第４条第１項の規定による登録を受けているものは、附則第１条第４号に定める日から施行日の前日までの間
　　に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の交付を申請することができる。
　２　前項の規定による申請は、居住地の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。
　３　（略）
　４　第１項に規定する特別永住者が、施行日の１月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第６条第１項、第６条の２第１項若しくは第２項又は第11条第１項の規定による申
　　請をしたときは、その時に、第１項の規定による申請をしたものとみなす。
　５　法務大臣は、施行日以後、第１項の規定による申請をした特別永住者が特別永住者として本邦に在留するときは、速やかに、居住地の市町村の長を経由して、その者に対し、特別
　　永住者証明書を交付するものとする。

第29条　この法律の施行の際現に登録証明書を所持しない特別永住者は、附則第27条第１項の規定による特別永住者証明書の交付の申請をした場合を除き、施行日（施行日において本邦
　　から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日）から14日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証
　　明書の交付を申請しなければならない。
　２　前項の規定にかかわらず、同項に規定する特別永住者が、施行日の１月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第３条第１項又は第７条第１項の規定による申請をし、こ
　　の法律の施行の際現に当該申請に係る登録証明書の交付を受けていないときは、施行日において、前項の規定による申請をしたものとみなす。
　３　法務大臣は、第１項の規定による申請があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。

第32条　附則第27条第５項、第28条第４項若しくは第29条第３項の規定により交付され、若しくは附則第30条第２項及び前条第２項において準用する新特例法第10条第３項の規定により
　　返還される特別永住者証明書の受領、附則第28条第３項若しくは第29条第１項の規定による申請又は附則第30条第１項若しくは前条第１項の規定による届出は、居住地（附則第30条
　　第２項及び前条第２項において準用する新特例法第10条第３項の規定により返還される特別永住者証明書の受領又は附則第30条第１項若しくは前条第１項の規定による届出について
　　は、住居地）の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。
　２　新特例法第19条第２項及び第３項の規定は、前項に規定する受領、申請又は届出の手続について準用する。

入管法関係（抄）

入管特例法関係（抄）




